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重 要 事 項 説 明 書 
 

 小規模多機能型居宅介護サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供開

始にあたり、当事業所が説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1 事 業 者 

名 称   有限会社 ひまわり介護サービス 

 所 在 地  〒370-0514 群馬県邑楽郡大泉町朝日三丁目１１番１３号 

 法 人 種 別   有 限 会 社 

 代 表 者 名  取締役 鬼形 阿輝子 

 電 話 番 号  ０２７６－６２－４２１５ 

 

２ 事 業 所 

  

３ 事業の目的と運営の方針 

（1）事業の目的 

有限会社ひまわり介護サービスが開設する小規模多機能ホームひまわりが行う指定小

規模多機能型居宅介護サービス及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの適

正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者や従業

者が要支援又は要介護状態にある者に対して、適切なサービスを提供することを目的とし

ます。 

(2) 運営の方針 

➀ 小規模多機能ホームひまわりは、太田市の要介護認定を受けた高齢者が住み慣れ

た自宅での生活を安心して続けていけるよう、日中の「通い」を基本として、「宿

泊」・「訪問」を柔軟に組み合わせることによって、入浴、排泄、食事等の介護、そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。また、そのことにより、利用者

がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るよう目指します 

➁ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定小規模多機能型居

宅介護サービス及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供に努めま 

 す。 

➂ 明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家族等との結びつきを重視した運営を行い、

他の地域密着型サービス事業者、太田市、地域包括支援センター、介護予防支援事

名 称   小規模多機能ホームひまわり 

指 定 番 号 １０９０５０００７３ 

サ ー ビ ス の 種 類 
指定小規模多機能型居宅介護 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

所 在 地  〒373-0801 群馬県太田市台之郷町３０７番地 

管 理 者   鬼形 阿輝子 

電 話 番 号  ０２７６－６０－２９４２ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  ０２７６－６０－２９４３ 
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業者、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護保険施設、保健医療サ

ービス・福祉サービスの提供者等との密接な連携に努めます。 

 

４ 事業所の概要 

（1）敷地及び建物 

敷   地 面   積 ２,５７９.５５㎡ 

建   物 

構   造 木造平屋建 

延べ床面積 ２７７㎡ 

登 録 定 員 
 ２５名 

 （通いサービス定員 15名、宿泊サービス定員 7名） 

（2）主な設備 

 

５ 職員の配置体制 （主たる職員）                            (契約日現在) 

従業者の職種 員 数 

区   分 

業 務 内 容 常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

管 理 者 １名  １名   施 設 管 理 責 任 

介護支援専門員 １名       1名 介 護 計 画 作 成 

看 護 師 １名 １名    健 康 管 理 

介 護 職 員 15名 ２名 １名 11名 １名 生 活 介 護 

夜間訪問介護職

員 
１名  １名   

2 4 時 間 対 応 

0276-60-2942 

 

６ 職員の勤務体制  

従業者の職種 勤   務   体   制 

管 理 者 常勤で兼務 

介護支援専門員 非常勤で兼務 

看 護 師 常勤で専従 

介 護 職 員 

＜職員配置体制＞ 

①日中活動時間帯    

前年度の通いサービス利用者が３名又はその端数を増すごとに常

勤換算方法で１名以上 

訪問サービス利用者に対して１名  

※利用者の状況等により増減員して適正配置します。 

設備の種類 数  量 面  積 備  考 

食  堂 １ 室 ４９.６㎡  

浴  室 １ 室   ８.６㎡  

便  所 ２箇所    ７.０㎡  

宿 泊 室 ５室（個室）   ６２.８㎡  

居  間 １ 室（食堂を兼ねる）     
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②夜間･深夜時間帯   １名 

夜間訪問介護職員 常勤で兼務 

 

７ サービスの概要及び利用料金 

（1）サービス実施地域及び営業時間 

サービス実施地域 ・太田市内 

営 業 日 ・年中無休 

営 業 時 間 

・通いサービス：  ９：００～１６：００ 

・宿泊サービス： １６：００～ ９：００ 

・訪問サービス： ２４時間 

(2) 介護保険給付サービス  

種 類 内         容 利  用  料 

通いサービス 

・家庭的な環境と地域住民との交流の中で、入浴・

排泄・食事等の介護、その他日常生活上の世話を

行います。半日や早朝・夜間延長の利用も可能で

す。 

また、小規模多機能ホームまで送迎も行います。 

介護報酬の告示上

の額。法定代理受

領の場合は小規模

多機能型居宅介護

サービス及び介護

予防小規模多機能

型居宅介護サービ

ス基準額から介護

保険負担割合証に

記載の負担割合の

額、法定代理受領

でない場合は同サ

ービス基準額相当

額となります。 

※下記(3)に記載 

宿泊サービス 

・個室を５部屋、共有スペースに２人分を用意し、

急な宿泊にも対応しています。 

宿泊数・宿泊送迎については、ご相談ください。 

訪問サービス 

・利用者がその有する能力に応じ、その居宅におい

て自立した日常生活を営むことが出来るよう、必

要な援助を提供します。 

また、安否確認や身体介護を馴染みの職員が行い

ます。 

生 活 相 談 ・生活相談等、福祉全般の相談を行ないます。 

(3) 介護保険負担分 

  介護予防利用者の負担分 

介 護 度 要支援１ 要支援２ 

基本単位(1月) 3,450 6,972 

 要介護利用者の負担分 

介 護 度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本単位(1 月) 10,458 15,370 22,359 24,677 27,209 

 

＜介護予防利用者加算＞ 

・初期加算 登録された日から起算して３０日間は、１日につき３０単位が加算されます。 

・総合マネジメント体制強化加算 地域連携を図るため１月につき１,２００単位が加算

されます。  

・若年性認知症利用者受入加算 認知症と診断された６５歳未満の方は、１月につき 

４５０単位が加算されます。 
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＜要介護利用者加算＞ 

・初期加算 登録された日から起算して３０日間は、１日につき３０単位が加算されます。 

・認知症加算Ⅱ          １月につき ８９０単位加算されます。 

・認知症加算Ⅳ          １月につき ４６０単位加算されます。 

・総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） １月につき １２００単位加算されます。 

・看護師配置加算Ⅱ        １月につき ７００単位加算されます。 

・若年性認知症利用者受入加算  認知症と診断された６５歳未満の方は、１月につき 

８００単位が加算されます。 

 ・科学的介護推進体制加算      １月につき ４０単位加算されます。 

 ・生産性向上推進体制加算Ⅱ     １月につき １０単位加算されます。 

 ・生活機能向上連携加算Ⅰ      １月につき１００単位加算されます。 

 

上記で算定された単位に介護職員等処遇改善加算Ⅱとして１４．６％を乗じてさらに

地域区分単価１０.１７円を乗じて得た金額から、介護保険負担割合証に記載の負担割合

が自己負担分です。 

(4) 介護保険給付外の実費負担料金 

食 費  1日：１,９００円（朝食 500円、昼食・おやつ 800円、夕食 600円） 

宿泊部屋代 

 

1泊：1人部屋   １,９００円    共有スペース   ７５０円 

※宿泊をご希望の場合、前日までにご予約ください。 

通院・受診 

サ ー ビ ス 

公共交通機関・タクシー等利用の場合は実費負担 

（ご家族等が同行できない場合は、事業所の職員が同行し介助） 

理 美 容 代 実費負担 

（事業所提携の理美容店が出張サービスの日に利用希望者のみ） 

健 康 管 理 実費負担（定期健診、インフルエンザ予防接種を希望者のみ） 

お む つ 代 実費負担（ご希望により事業所が用意するものを提供、廃棄料含む） 

 

８ 苦情等申立先 

苦情申し立て窓口 電話番号 受付時間 

㈲ひまわり介護サービス 

担当者 鬼形 阿輝子 
0276-60-2942 毎日９：００～１７：３０ 

太田市 介護サービス課 0276-47-1939 
平日８：３０～１７：１５ 

(土日国民の祝日、年末年始休み) 

群馬県国民健康保険団体連合会 027-290-1323 
平日８：３０～１７：１５ 

(土日国民の祝日、年末年始休み) 
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９ 協力医療機関について     

医 療 機 関の名称 あい太田クリニック ピース歯科クリニック 

院 長 名 野末 睦 長尾 泰好 

所 在 地 群馬県太田市浜町 59-3 群馬県太田市龍舞町 908-10 

電 話 番 号 0276-45-3681 0284-70-3022 

診 療 科 目 訪 問 診 療 内 科 歯 科 

救急指定の有無 無 無 

 

10 秘密の保持 

当事業所の職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を守ります。また、退職

した場合においても、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、採用

時、職員にこれらの秘密を保持するべき旨を記載した誓約書に記名捺印することを義務付

けています。 

 

11 虐待の防止 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げ

るとおり必要な措置を講じます。 

(1) 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

(2) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図っています。 

(3) 虐待防止のための指針の整備をしています。 

(4) 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

(5) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居

人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを太田市

に通報します。 

 

12 衛生管理等 

(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお

むね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底していま

す。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

 

 

13 業務継続計画の策定等 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）小規模多機能型
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居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

14 緊急時の対応 

(1) 病状の急変及び怪我、窒息、意識不明、急な発熱など緊急時には、速やかに適切な対

応を施すとともに提携医に連絡して、その指示に従い、同時にご家族等にも連絡しま

す。また、行方不明となった場合、速やかに最寄りの派出所及び太田警察署に連絡し、

捜索を依頼すると同時に、ご家族等にも連絡し、職員は緊急連絡網で出動、捜索を行い

ます。 

(2) 当事業所における医師の診察は、通院が基本となっていますが、予測できない突然の

心停止等が起こった場合、心臓マッサージ、気道確保等の迅速な心肺蘇生、救急車によ

る救急病院への搬送など、事業所として最善を尽くします。しかし、事業所内には医師

が不在であるため、医療的処置に制約があります。心肺停止によってもたらされる脳機

能障害は、医学的にも回避できないとされています。これは、介護施設における共通の

問題であり、当事業所においても、同様の制約があることをご理解いただきたく、お願

いいたします。 

 

15 事故発生時の対応 

事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡するとともに、太田市に報告

する等必要な措置を講じます。当事業所は、万一の事故に備えて損害賠償責任保険に加入

しています。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はその対象とはなりませ

ん。 

 

16 非常災害時の対策 

近 隣 と の 

協 力 関 係 
近隣住民や町内会と連携し、非常災害時の相互の応援を約束しています。 

平常時の訓練等 
年２回以上、通報・避難･救出・消火等の訓練を利用者・職員・地域住民

が合同で実施します。 

防  災  設  備 

設 備 名 称 有 無 設備名称 有 無 

スプリンクラー 有 屋 内 消 火 栓 無 

避 難 救 助 袋 無 屋 内 消 火 器 有 

自動火災報知機 有 非常通報装置 有 

誘 導 灯 有 漏電火災報知機 無 

ガス漏れ報知機 有 非 常 用 電 源 有 

カーテン等は防煙性能のある特殊製品、外壁は防火サイディングを使

用 
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17 第三者評価の実施  

  ・実施の有無  あり 

  ・直近の評価実施年月日  令和７年２月１７日 

  ・評価機関の名称  運営推進会議 

  ・結果の開示状況  市役所に報告し、ホームページに掲載すると共に事業所に掲示し

ています。 

          ＊有限会社ひまわり介護サービスのホームページ。 

           ＵＲＬ・・・ https://www.ota-himawari.com 

 

 

18 当事業所をご利用の際に留意いただく事項 

提 示 品 
・利用開始及び変更があった場合、下記のものをご提示ください。 

介護保険証、医療保険証又は後期高齢者医療証、健康手帳 

持  ち  物 
・持ち物にはわかりやすい場所に大きくお名前をお書きください。 

・金銭の持ち込みは必要最小限とし、通常はお持ちにならないでください。 

 

医 療 機 関 

の 受 診 

・定期的な外来受診はご希望によりお受けいたします。 

・急病等の場合、事業所の判断に基づき医療機関の受診ができます。その場合、 

状態に応じて、ご家族へご連絡します。 

・医師の診断結果や指示等については、職員間で報告・申し送りを行い、指示

に従った服薬介助等を励行します。 

・事業所での対応が困難な場合又は専門的な対応が必要な場合には、相応の医

療機関をご紹介します。 

禁 止 行 為 
・貴重品、酒、タバコ、火気（マッチ・ライター）の持ち込み 

・営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動 

宗 教 活 動 
・個人的な宗教信仰は自由です。ただし、周りの人に迷惑をかけないよう、 

お願いいたします。 

相 談 等 

・介護支援の専門職員として介護支援専門員を配置しています。ご相談のほか、

要望・苦情についても介護支援専門員にお寄せいただければ、速やかに対応

いたします。 

・お住いの地域行事への参加をご希望の場合、事業所に支障がない限り、利用

者が参加できるようご配慮いたします。 

そ の 他 

・施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反

したご利用により破損等が生じた場合、原状回復のための実費を負担してい

ただく場合があります。 

・お心付けはお断りしております。 
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小規模多機能型居宅介護サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの利用 

開始にあたり、利用者に契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

令和   年   月   日 

 

（事業所） 

 

       所在地  群馬県太田市台之郷町３０７番地 

 

       名 称  小規模多機能ホームひまわり 

 

       説明者  管理者  鬼形 阿輝子 印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業所の説明者から重要事項の説明を受け、その内容を理解し 

同意して、本書面を受領しました。 

 

 

（利用者） 

  

       住 所 

 

       氏 名                   印 

 

（利用者代理人） 

 

       住 所 

 

       氏 名                   印 


